
 　

永
年
無
事
故
運
転
者
表
彰
の
受
け

付
け
を
し
て
い
ま
す
。
交
通
安
全
協

会
の
会
員
で
次
の
条
件
に
該
当
し
表

彰
を
ご
希
望
の
人
は
、
６
月
９
日
�

ま
で
に
協
会
事
務
局
（
宇
城
警
察
署

内
）
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

１
・　

運
転
免
許
を
取
得
し
た
後
、
交

通
事
故
を
起
こ
し
、
ま
た
は
交
通
法

令
に
違
反
し
て
行
政
処
分
や
刑
事
処

分
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
人

２
・　

過
去
３
年
以
内
に
交
通
法
令
違

反
の
な
い
人
で
、
本
年
６
月
末
現
在

で　

年
、　

年
、　

年
、　

年
を
そ

１０

２０

３０

４０

れ
ぞ
れ
経
過
し
た
人

�問
 
　

宇
城
地
区
交
通
安
全
協
会

�
３
３
―
３
１
８
５

宇
城
地
区
交
通
安
全
協
会

永
年
無
事
故
運
転
者
表
彰

 　

日
常
生
活
で
常
時
介
護
が
必
要
な

高
齢
者
を
、
在
宅
で
介
護
す
る
人
の

精
神
的
、
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
す

る
こ
と
が
目
的
で
す
。

対
象
者　

市
に
住
所
を
有
し
、
要
介

護
認
定
で
要
介
護
３
以
上
と
判
定
さ

れ
、
か
つ
介
護
用
品
を
常
時
使
用
す

る
要
介
護
者
を
現
に
在
宅
で
介
護
し

て
い
る
人　

助
成
の
対
象
品
目

�
紙
お
む
つ
�
尿
取
り
パ
ッ
ト
�
使

い
捨
て
手
袋
�
清
拭
剤
�
ド
ラ
イ

シ
ャ
ン
プ
ー

助
成
額　

対
象
者
１
人
に
つ
き
年
額

３
万
円
（
助
成
券
１
枚
千
円
分
を　
３０

枚
）
※
年
度
ご
と
に
申
請
が
必
要
で

福
祉
課

高
齢
者
在
宅
介
護
用
品
の
購
入
助
成

す
。

�問
 

・
�申
 
　

福
祉
課
福
祉
総
務
係

�
３
２
―
１
１
１
１
お
よ
び
各
支
所

健
康
福
祉
課
健
康
福
祉
係

 　

子
ど
も
会
活
動
は
、
地
域
の
子
ど

も
が
集
ま
っ
て
仲
間
を
つ
く
り
、
遊

び
を
通
し
て
連
帯
性
な
ど
の
人
間
関

係
を
学
び
、
た
く
ま
し
い
子
ど
も
に

育
て
る
こ
と
が
目
的
で
す
。
ま
た
単

位
子
ど
も
会
（
※
）
相
互
の
連
携
を

深
め
、
活
動
の
充
実
・
発
展
を
図
る

た
め
に
、
宇
城
市
の
子
ど
も
会
に
加

入
し
ま
せ
ん
か
。
会
員
に
な
る
と
県

子
連
安
全
会
に
も
加
入
で
き
、
万
一

の
事
故
に
備
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

生
涯
学
習
課

子
ど
も
会
に
入
り
ま
せ
ん
か
！

※
単
位
子
ど
も
会
と
は
、
各
地
域
で

組
織
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
会
活
動
の

中
心
で
す
。

会
費
（
県
子
連
安
全
会
加
入
の
場

合
）
１
人　

３
８
０
円

�問
 
　

生
涯
学
習
課
青
少
年
係

�
３
３
―
１
１
１
１
ま
た
は
各
教
育
分
室

 　

「
八
代
海
北
部
沿
岸
都
市
」
地
域

連
携
創
造
会
議
で
は
、
八
代
海
の
持

つ
、
い
ろ
い
ろ
な
環
境
の
特
性
を
広

く
理
解
し
、
環
境
を
守
る
こ
と
を
目

的
に
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

５
月　

日
�
午
前　

時
〜

２０

１０

場
所　

不
知
火
公
民
館
大
会
議
室

内
容　

熊
本
大
学
の
滝
川
清
氏
に
よ

企
画
課

八
代
海
の
環
境
講
演
会

る
講
演
会
、
八
代
海
で
と
れ
た
新
鮮

な
海
産
物
を
調
理
し
た
試
食
会

�問
 
　

企
画
課　

�
３
２
―
１
１
１
１

環
境
美
化
に
役
立
て
て 

　

３
月　

日
、
株
式
会
社
オ
カ
ム
ラ
の
社

３１

長
・
岡
村
謙
一
さ
ん
が
、
ご
み
収
集
箱
な

ど
の
設
置
に
役
立
て
て
ほ
し
い
と
、
市
に

金
一
封
を
寄
付
し
ま
し
た
。
市
で
は
今
後
、

地
域
の
要
望
を
聞
き
、
ご
み
収
集
箱
や
防

護
柵
の
設
置
な
ど
を
行
う
予
定
で
す
。
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5月 今日は何の日？ 何の月間？ 5月 5月 
◆緑の募金（１月１５日～５月３１日）

１日（月）◆消費者月間

　　　　　◆不正大麻・けし撲滅運動（～６月３０日）

　　　　　◆憲法週間（～７日）　

３日（水）◆憲法記念日　

５日（金）◆こどもの日

　　　　　◆児童福祉週間（～１１日）

７日（日）◆看護週間（～１３日）

１２日（金）◆看護の日

１５日（月）◆情報通信月間（～６月１５日）

　　　　　◆春の行政相談週間（～２８日）　

３１日（水）◆世界禁煙デー

　　　　　◆禁煙週間（～６月６日）

　

１
９
９
０
年
に
、
社
団
法
人
日
本
茶
業
中
央
会
が
毎
年
５
月
２
日
（
ま
た
は
１
日
）
を
緑
茶

の
日
と
定
め
ま
し
た
。
こ
の
日
は
立
春
か
ら
数
え
て　

日
目
（
八
十
八
夜
と
い
う
）
に
あ
た
り
、

８８

こ
の
日
に
摘
み
採
ら
れ
た
お
茶
を
飲
む
と
、
１
年
間
無
病
息
災
で
元
気
に
過
ご
せ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

一
般
に
熱
い
湯
で
茶
を
入
れ
る
と
渋
味
の
成
分
が
早
く
抽
出
し
て
渋
味
の
あ
る
茶
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
番
茶
な
ど
に
適
し
ま
す
。
低
い
温
度
で
や
や
時
間
を
か
け
て
茶
を
入
れ
る
と
、
甘

味
や
旨
み
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
玉
露
や
高
級
煎
茶
に
適
し
て
い
ま
す
。

【
煎
茶
の
入
れ
方
】
茶
碗
に
湯
を
８
分
目
ま
で
入
れ
、
冷
ま
す
。
上
茶
で　

度
の
湯
を　

ミ
リ

７０

５０

リ
ッ
ト
ル
、
並
茶
で　

度
の
湯
を　

ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
く
ら
い
が
目
安
。
５
人
で　

グ
ラ
ム
程
度

９０

８０

１０

の
葉
を
急
須
に
入
れ
る
。
冷
ま
し
た
湯
を
急
須
に
注
ぎ
、　

秒
く
ら
い
た
っ
た
ら
廻
し
つ
ぐ
。

６０

最
後
の
１
滴
ま
で
絞
り
き
る
の
が
コ
ツ
。
２
煎
目
は
湯
を
入
れ
て
か
ら　

秒
ほ
ど
待
つ
。

１０

今
月
の
記
念
日　

●
５
月
２
日
は
「
緑
茶
の
日
」

阿曽田清市長と話す岡村さん

 　

「
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
（e
-T
a
x

）」
を
利
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
国
税
に
関
す
る
各
種
手
続

（
�
所
得
税
、
法
人
税
、
消
費
税
、

酒
税
お
よ
び
印
紙
税
の
申
告
、
�
全

税
目
の
納
税
、
�
申
請
・
届
出
な

ど
）
が
自
宅
や
事
務
所
に
い
な
が
ら

に
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド

レ
スh

ttp
：
//w
w
w
.e
-ta
x
.n
ta

.g
o
.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

e
-T
a
x

に
関
す
る
ご
質
問
は
、
全

国
ど
こ
か
ら
で
も
市
内
通
話
料
金
で

利
用
で
き
る
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
（
�
０

５
７
０
―
０
１
―
５
９
０
１
）
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

日
程　

平
日
（
祝
日
な
ど
を
除
く
）

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

�問
 
　

宇
土
税
務
署

�
２
２
―
０
４
１
０

 　

分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
、
ど

こ
で
聞
い
た
ら
い
い
の
か
し
ら
…

　

も
し
か
し
た
ら
税
金
が
か
か
る
か
も
し

れ
な
い
…　

な
ど
な
ど
。

　

税
金
の
こ
と
で
お
悩
み
の
人
は
、
お
気

宇
土
税
務
署

ご
存
じ
で
す
かe
-T
a
x

 
  
 
 

熊
本
国
税
局
税
務
相
談
室

無
料
税
務
相
談

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日　

時　

５
月　

日
�

１６

　
　
　
　

午
前　

時
〜
午
後
３
時

１０

場　

所　

三
角
支
所

相
談
員　

熊
本
国
税
局
税
務
相
談
室
八
代

分
室
の
相
談
官

�問
 
　

熊
本
国
税
局
税
務
相
談
室
八
代
分
室

�
０
９
６
５
―
３
５
―
１
１
７
１

 
■
自
動
車
税
の
納
付
は
５
月
末
ま
で
に

　

自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
を
５
月

初
め
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
納
期

限
の
５
月　

日
�
ま
で
に
、
最
寄
り

３１

の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア（
一
部
の
店
舗
を
除
き
ま
す
）、

各
地
域
振
興
局
税
務
課
、
県
税
事
務

所
、
自
動
車
税
事
務
所
で
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
環
境
へ
の
配
慮
か
ら
自
動
車
税
の

税
額
が
増
減
さ
れ
ま
す

　

環
境
へ
の
配
慮
か
ら
、
排
気
ガ
ス

や
燃
費
性
能
が
優
れ
た
環
境
負
荷
の

小
さ
い
自
動
車
（
新
車
）
は
自
動
車

税
が
軽
減
さ
れ
、
一
定
年
数
を
経
過

し
た
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車
は
、

自
動
車
税
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

�問
 
　

県
宇
城
地
域
振
興
局
税
務
課

�
３
２
―
２
１
１
１

県
宇
城
地
域
振
興
局
税
務
課

自
動
車
税
の
減
免
な
ど
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　5月22日(月)～28日(日)まで、「春の行政相談週間」

が全国一斉に展開されます。

　行政に関する苦情や意見、要望がありましたら、

行政評価事務所または下記の行政相談委員にご相談

ください。相談は無料で秘密は固く守られます。

　　●浦田金吾（三角町三角浦）�52―3060

　　●森脇伸一（不知火町御領）�32―2961

　　●山中健次（松橋町松橋）　  �32―1372

　　●吉田忠生（小川町南部田）�43―1523

　　●北岡暉正（豊野町中間）　  �45―2331

総合行政相談所もご利用ください
　毎月４回、開設しています。相談は無料で秘密は

固く守られます。

日程　毎月第１～４水曜日（祝日の場合は翌日）

時間　午前９時30分～午後４時

場所　くまもと県民交流館「パレア」10階第６会議室

内容　税務、不動産、法律、登記、土地境界、

　　　行政一般、男女共同参画

　　　※相談日ごとに相談内容が変わりますので、

　　　事前にお問い合わせください。

�問 総務省熊本行政評価事務所

�096―324―1662

　 ５５５５５５５５５５５月月月月月月月月月月月ののののののののののの市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談 　
ご自分の相談内容に応じてどの会場もご利用になれます。
お気軽にお越しください。

場所期日種別

三角センター１３：００～１６：００９日（火）人権・行政

相談 小川総合文化センター１３：００～１６：００１６日（火）

松橋公民館１３：００～１６：００１２日（金）
人権相談

松橋公民館１０：００～１５：００６月１日（木）

農業就業改善センター（松合）９：３０～１２：００
１６日（火）

行政相談 不知火公民館１２：３０～１５：３０

松橋公民館１３：３０～１５：３０２５日（木）

地域福祉センター（小川町）１３：３０～１５：３０１０日（水）

心配事相談

（社会福祉協議会）

不知火公民館１３：３０～１５：００
１１日（木）

松橋公民館１３：３０～１５：３０

不知火公民館１３：３０～１５：００１８日（木）

三角老人福祉センター１３：３０～１５：３０１９日（金）

豊野福祉センター９：３０～１１：３０２２日（月）

地域福祉センター（小川町）１３：３０～１５：３０２４日（水）

松橋公民館１３：３０～１５：３０２５日（木）

本庁３階会議室
※６月は６日（火）１０：００～１５：００２日（火）

年金相談
宇土市役所１０：００～１５：００１６日（火）

松橋公民館１３：００～１５：００１２日（金）
消費生活相談

本庁１階会議室１０：００～１２：００１７日（水）

三角支所１０：００～１５：００１６日（火）無料税務相談

小川保健センター１０：３０～１２：００１９日（金）健康相談

松橋ショッピング
センターフレンド１４：００～１７：００毎週（水）介護相談

※相談時間は、正午～午後１時を除きます。

春の行政相談週間


